
「地域共生社会の実現に向けた自治体等研修」資料

地域共生社会の実現に向けた取組

佐賀市社会福祉協議会
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・

《内容》
１ 佐賀市の概要
２ 地域⼒強化推進事業
３ 多機関協働による相談支援包括化推進事業



■地域共生社会の実現に向けた取組

１ 佐賀市の概要

２ 地域⼒強化推進事業

３ 多機関協働による相談支援包括化
推進事業
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佐賀市の概要

・人 口 ２３０,７３４人
・世帯数 １０２,３９０世帯
・⾼齢化率(65歳以上) ２８.６４％
※R3.6末現在

◎⺠生委員・児童委員数 実数52５人 （定数539人）
※R3.7末現在

◎福祉協⼒員数 ２,２０６人
（２２小学校区設置/３２小学校区)

※R２年度末時点

◎校区社会福祉協議会数 ２７箇所
※R3.7末現在
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多機関協働による相談支援包括化推進事業と地域⼒強化推進事業の⼀体的な実施

これまでの取組

4

H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度

多機関協働
による相談
支援包括化
推進事業

地域力強化
推進事業

＜取組内容＞
・事業説明会の開催
・市職員及び市社協職
員を対象とした相談技
能向上のための研修
開催

・相談支援機関の連携・
協働を推進するための
研修会の開催等

◎相談支援包括化推進
会議開催
・代表者会議︓10月
・実務担当者会議

6月・12月

7月
「福祉まるごと相談窓口」
開設

◎地域共生社会の実現
に向けた講演会開催

事業実施（H２９.１０〜）
CSWの配置、 福祉協⼒員・コミュニティカフェの設置推進等

事業実施（H２９.１０〜）
CSWの配置、 福祉協⼒員・コミュニティカフェの設置推進等

事業実施（H２８.９〜）
世帯全体の課題把握・支援のコーディネート・社会資源創出に向けた取組等

事業実施（H２８.９〜）
世帯全体の課題把握・支援のコーディネート・社会資源創出に向けた取組等

市社協の独自事業として
９校区にＣＳＷ配置

事業開始に伴い、新たに１０校区にＣＳＷを配置 ◎R３年4月現在
32校区 10名

重
層
的
支
援
体
制
整
備
事
業
実
施

移
行
準
備
事
業
実
施

10月
九州ブロック

連絡会開催

12月・1月
実務担当者会議

2月
代表者会議

・連携方法検討
・多機関協働に関する

アンケート実施

7月・ 2月
実務担当者会議

九州ブロック研修会
（⿅児島⿅屋市）
先進地視察
（⿅児島県肝付町）

1月

・地域カルテ作成検討
（地域⼒事業協働）



地域共生社会の実現に向けた取組イメージ

【佐賀市社会福祉協議会】

◎福祉総合窓口システム

高齢・介護

子ども・子育て

生活困窮・就労支援

障がい・難病

生活支援コーディネーター
（第１層）

【佐賀市役所】

連携 連携

【支援関係機関等】

◎庁内連携

配置

◎ユニバーサルプラン⇒職員連携

健康・医療
・医療関係機関
・佐賀中部保健福祉事務所等

⼤学・⾏政・⺠事全般
・⼤学・司法・警察関係機関
・⾏政相談センター等

・市生活⾃⽴支援センター
・ハローワーク佐賀等

・地域包括支援センター

・佐賀県中央児童相談所
・教育関係機関等

・障がい者相談支援事業所
・難病支援機関 等

相
談
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築

【⾃治会圏域】

【小学校区】

【中学校区】

公⺠館
まちづくり協議会

校区社会福祉
協議会

福祉協⼒員、ボランティア等

生活支援コーディネーター
（第２層）

保健師等の
専門職

住
⺠
に
身
近
な
圏
域
に
お
け
る
取
り
組
み

高齢 障がい

子育て 生活困窮様々な課題を抱える市⺠

コミュニティカフェ
高齢者サロン等

⾒守り相談

⾒守り ⾒守り

住⺠相互による
「助け合い・支え合い」の講演会

相談 参加

相談

相談

参加

参加

課題把握・受け止め
↓
伴走

包
括
的
な
相
談
・支
援
体
制
の
構
築

横断的な支援 包括的な支援

◎福祉まるごと相談窓口

「個人」から「世帯」へ、
「受付型」から「提案型」へ

専門的な知識や支援
が必要な場合の連携

地域で解決できない
複合的な困難課題等

地域包括支援センター（おたっしゃ本舗）

まちづくり

産業

建設

防犯・防災

教育

交通
環境農林・⽔産

①
地域住⺠等が主体的に地域生
活課題を把握し解決を試みる
ことができる環境の整備

②
地域生活課題に関する相談を
包括的に受け止める場の整備

⺠生・児童委員、単位⾃治会

③
協働の中核を担う機能

地域包括ケアシステム

住⺠と専門職が
話し合う場

◎地域住⺠等が相互に
交流を図ることがで
きる拠点の整備

◎地域住⺠等に対する
研修の実施 等

相談支援包括化推進員

専任２名（市役所に配置）

コミュニティソーシャル
ワーカー（ＣＳＷ）
９名で３２小学校区を担当

【令和３年度当初予算】 63,607千円
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■地域共生社会の実現に向けた取組

１ 佐賀市の概要

２ 地域⼒強化推進事業

３ 多機関協働による相談支援包括化
推進事業
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１ 福祉協⼒員の設置推進
地域で⾒守る体制づくりを強化し、地域での生活課題や異変などを早期発⾒、早期対応でき

るように、全小学校区へ福祉協⼒員を設置する。（Ｒ３.３末現在︓22校区2,２０６名）

・実施主体︓佐賀市社会福祉協議会
・開始年度︓平成28年度
・役 割 ︓〔基本〕散歩や買い物など、⽇頃の生活の中での遠目の⾒守り、新聞や郵便物が溜まって

いる等の異変があった場合は、自治会⻑や⺠生委員などへつなぐ。
各地区の「福祉協⼒員連絡会議」において、情報を

共有し、支援の検討を⾏う。

〔任意〕挨拶、傾聴、訪問、ちょこっとボランティア、災害時
避難⾏動支援 など

・配置基準︓概ね３０〜５０世帯に１名程度
・選 任 ︓単位自治会などの推薦により、校区社協などが選任
・その他 ︓各校区において、福祉協⼒員を対象にした研修会を実施

★「我が事」の地域づくり

地域⼒強化に向けた取組①
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３ コミュニティカフェの設置推進

全世代を対象にした多様な地域住⺠が、気軽に集える居場
所づくりを進め、令和3年度までに市内全小学校区（32校区）
へに設置している。今後は、コミュニティカフェを住⺠相互の相談
窓口として活用していく。
（Ｒ３.３末現在︓市内２８ヶ所設置）

２ 校区社協による地域福祉活動

地域課題を住⺠の助け合いにより解決する体制づくりを目的に、
小学校区単位に設置した校区社協が中⼼となり、地域の⾒守り
や⾼齢者会⾷会・サロン、世代間交流などの地域福祉活動、
県内外の先進地の地区社協との交流研修等を実施。

地域⼒強化に向けた取組②
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★「丸ごと」の地域づくり
４ ＣＳＷによる地域生活課題の把握と解決に向けた支援

〇活動内容
地域への積極的なアウトリーチを通した
・地域への福祉活動の支援
・福祉協⼒員やコミュニティカフェの設置推進
・地域生活課題を抱える世帯に対する困りごとの解決や継続的支援
等を実施

〇配置
専任のＣＳＷ９名を市内全域（32小学校区）に配置
※市内を３エリアに分け、各エリア3名で担当
※ＣＳＷの統括を別に１名配置

５ 福祉まるごと相談窓口との連携

把握した地域生活課題について、複合的な課題への支援や専門機関の支援が必要な
場合は、福祉まるごと相談（相談支援包括化推進員）へつなぎ、市や相談支援機関と
連携し、課題の解決を図る。

地域⼒強化に向けた取組③
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■地域共生社会の実現に向けた取組

１ 佐賀市の概要

２ 地域⼒強化推進事業

３ 多機関協働による相談支援
包括化推進事業
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生活が苦しく、
この先不安だ
なぁ・・。
介護も子育ても
⼤丈夫か
なぁ・・。

世帯単位で相談できる
ので安心だ︕

健康・医療

高齢・介護

子ども・子育て

障がい

生活困窮・
就労支援子育て

子育て

介護疲れ

介護疲れ

介護

庁内外の機関をコーディネート
することで、最適な支援を提案

・抱える課題が複合的であり、単独の相談支援機関では
解決できない「制度の狭間」の問題

・窓口が対象ごとに縦割りであると同時に、専門化・⾼度化
している。 etc…

課題解決
生活困窮

相談支援包括化推進員

複合的な課題の解決に向けた包括的支援
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やさしい窓口

つながる窓口

窓口・執務
環境整備

システム利活用 職員連携

・迷わせない市⺠導線の整備
・関係窓口ゾーニング

多機関協働事業
（相談支援包括化推進員配置）

・対応⼒向上のための研修実施・相談記録共有

・庁内連携による横断的な対応
・迅速な移動（対応）のための執務環境整備
・ケース会議等の打ち合わせスペース確保

・最適な福祉サービスの提案

①窓口改修

②
ユ
ニ
バ
ーサ
ル

プ
ラ
ン
導
入

３つの柱

④総合相談体制整備③福祉総合窓口
システム導入

・職員連携のルール化

「個人」から「世帯」へ、「受付型」から「提案型」へ
〜最適な福祉サービスを提案できる やさしく便利な「窓口」〜

目指す姿

《ハード・ソフト両面での整備》

快適で機能的な窓口と執務空間の提供
福祉総合窓口システムの活用による最適なサービスの提案
職員連携による総合相談支援体制の構築

市
⺠

分かりやすい
窓口

佐賀市保健福祉の取組 《H26年度提案》
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やさしさと⼼地よさを感じる空間

増床した本庁舎１階の窓口を色やサインで分かりやすく
表⽰することで、全⻑150ｍのカウンターにある目的の窓口
に誘導するとともに、関連する窓口を集約し、機能的な導
線を整備。
ユニバーサルプランを導入することで、執務室内の職員動

線を確保。

証明・届出・
保険年⾦ゾーン

⾼齢・障がい
福祉ゾーン

健康・こどもゾーン

おもてなしつながるつながる

分かり
やすい
分かり
やすい

サイン
誘導
サイン
誘導

職員
連携
職員
連携

やさしいやさしい

関係課
集約
関係課
集約

プライバシー
配慮

プライバシー
配慮 ・色による案内誘導

・案内板による確認誘導
・迷わせない動線サイン

総合案内
福祉まるごと
相談窓口 50ｍ

50ｍ

50ｍ

窓口改修 《H28.１完成》
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受給中 候補 その他

受給の可能性がある
サービスを表⽰

（システム化の事業）

受給の可能性がある
サービスを表⽰

（非システム化の事業）

佐賀 太郎

佐賀市栄町１－１

佐賀 太郎

サガ タロウ

佐賀 花子

サガ ハナコ

サガ ジロウ

佐賀 次郎

サガ マドコ

佐賀 窓子

◎平成27年10月導入 本庁9課・７支所設置

各事業アイコンにカーソルを合わせると、
サービス内容を自動表⽰。
また、ここから住所氏名が自動印字さ
れた申請書を出⼒することができる。

《相談記録欄》
相談の情報共有が可能

システムを活用した世帯の状況把握 《福祉総合窓口システム》

受給中の
サービスを表⽰
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システムを活用した庁内連携イメージ

佐賀 ⼀郎
世帯主
S9.3.5生

佐賀 花子
子
S40.6.20生

佐賀 あい
子の子
H24.8.8生

相談

相談

相談

受給中 候補

児童
手当

子ども
医療

療育
手帳

保育所 サポート
ママ

後期高齢
医療

日中⼀時
支援

サロン
事業

予防
接種

タクシー
券

障がい福祉課

高齢福祉課

保育幼稚園課

こども家庭課

同居の父が要支援１のた
め、これ以上進⾏が進ま
ないようにサロン事業を
説明、提案

介護
保険

日中⼀時支援によるヘル
パー派遣を提案

サポートママを案内し、
家事等の支援を提案

育児と父の介護疲れに
よる相談
こども家庭課に来庁

市⺠

高齢福祉課から
介護予防の提案

障がい福祉課から
日常生活支援の提案

保育幼稚園課から
日常生活支援の提案

≪システム画面≫

職員

職員

≪職員連携≫
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【市役所】 【支援関係機関等】

相談支援包括化
推進員

≪これまで≫ ≪現在≫

課題解決！

・窓口がいっぱいあって分からない…
・どの機関が何の専門か分からない…

・複合的な課題を抱えている市⺠等
・世帯内に課題を抱える者が複数人存在

要支援者

どこに相談すれば
いいだろう︖

【市役所】 【支援関係機関等】

相談を包括的に
受け止める

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト

連携

●福祉まるごと相談窓口
に2名配置

◇実施主体︓佐賀市（市社会福祉協議会へ事業委託）
◇事業内容 ・相談者に対する支援の実施

・相談支援包括化ネットワークの構築
・自主財源の確保と新たな社会資源の創出
・相談支援包括化推進会議の開催

親の介護と⼦育てを同時に抱えている世帯、医療と就労のニーズを抱えたがん患者、
要介護の親と無職でひきこもり状態にある⼦どもの同居、ごみ屋敷 等

児童相談所
ハローワーク
法テラス など

包括的支援
の実施

多機関協働事業イメージ
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相談支援包括化推進会議

各分野の審議会等を包括業務内容の理解
連携方法の構築

≪協議内容②≫
地域における福祉ニーズの

把握方法の検討

≪協議内容③≫ 
地域に必要な社会資源の

創出手法の検討

≪協議内容④≫
事業による支援実績

の検証

≪協議内容①≫ 
各支援関係機関の
連携方法の検討

生活困窮・就労支援

健康・医療

⾼齢者・介護

⼦ども・⼦育て

⼤学・⾏政・⺠事全般 障がい・難病

関係機関の≪目的≫

代表者会議

情報共有会議

実務担当者会議

・関係機関の代表者が参加

・関係機関の実務者（相談員等）が参加
・多機関連携のための関係づくり

・関係機関と個別ケースの情報共有
・ケース内容に応じて具体的な支援内容を随時協議

≪開催方法≫

17



代表者会議・研修会

◇基調講演
テーマ︓「我が事・丸ごと」地域共生社会の実現

に向けた取組

講 師︓厚生労働省 社会・援護局 地域福祉課

地域福祉専門官 後藤 真⼀郎 氏

◇佐賀市の取り組み説明

参加者︓２６４名
・市⺠
・地域活動団体
・相談支援事業所
・医療関係機関
・介護関係事業所
・佐賀県内自治体
・佐賀県内社協

Ｈ30.2.7実施

《代表者会議》

《全体研修会》

◇構成
学識経験者、医療関係機関（地域連携室等）、

警察、法テラス、市⺠生委員児童委員協議会、
市・校区社会福祉協議会、
市生活自⽴支援センター、県地域定着支援センター、
障害者支援センター、県難病相談支援センター、
県ひとり親家庭サポートセンター、 保健福祉事務所、
公共職業安定所、県児童相談所、庁内関係部署等

18



実務担当者会議（支援の振り返り） H30.12.16

◎内 容 終結した個別事例を用いた多機関による支援の検証

◎参加者 個別事例に関わった支援関係機関の相談員等

目的

◎支援課題の掘り起こし

◎支援関係機関との連携強化

◎ケースの振り返り

◎事業の改善点の発見

◎個別事例を用いた多機関連携の検証
◎Ｍ家世帯に対する多機関で支援経過の検証
◎多くの機関で関わったことによる成果と課題

内容

19



参考︓家族構成図

妹
（70代）

本人
（70代）

生活保護

姪
（50代）

家族構成︓本人７０代、妹７０代（年⾦生活）
姪５０代(生保）との３人世帯
市内他地区に姉と甥（2人）あり

課 題︓生活困窮、精神疾患、
多頭飼い（猫）、 衛生上の問題、
⾦銭搾取の疑い
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参考︓世帯と社会資源・地域との関係（関わり前）

本人

妹 姪

⺠生委員

精神科病院 猫

姉

弟

生保CW

精神科病院

〇相談経路 ⺠生委員 ⇒ ＣＳＷ

《関わり前》
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参考︓支援経過 ○または⇒の色（ 本人 妹 姪 世帯 ）

・対象者・妹の入所
・支援の方向性 不適切な環境 家計管理困難 ・本人・妹の介護申請
・困り事の把握 身体的レベル低下 ⾦銭搾取 ・姪の今後について

地域 ⺠生委員
⾏政 生活福祉課

⾼齢福祉課
障がい福祉課

⾼齢 包括
居宅介護支援事業所

有料ﾎｰﾑ・特養

障害 相談支援事業
計画支援事業

困窮 自⽴支援ｾﾝﾀｰ

医療 精神科
内科

社協 ＣＳＷ
貸付・⾷料
あんｻﾎ・成年後⾒人

有料⽼人ホーム

H30.6 H30.7 H30.8 H30.9

×

特養

情報集約・調整会議・
福祉サービスの検討
（介護保険）

情報収集・調整会議・ネグレクトの疑い
（虐待介入検討）

チーム支援を支える
情報の収集・集約・調整
（支援の繋ぎ）

世帯・個別の
主支援者の
再決定

情報共有
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妹 姪

⺠生委員

病院（精神科）

姉

弟

生活福祉課

病院（精神科）

多機関

相談支援
相談計画

障がい福祉課
包括

⾼齢福祉課

成年後⾒人

病院

ケアマネ

あんしん
サポート

有料⽼人ﾎｰﾑ

ＣＳＷ

本人
⾃⽴支援

特養

参考資料︓世帯と社会資源・地域との関係（関わり後）
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《目的》
◎多機関協働事業を周知する
◎支援機関の連携・協働を推進する
◎複合的な課題の解決を探る

互いの強みを知る︕
顔の⾒える関係をつくる︕

実務担当者研修会
テーマ 【ごみ屋敷問題】(R1.7月)

テーマ 【8050問題】(R2.2月)

《参加者》
・⾏政(⾼齢/障がい/⼦ども/福祉総務)
・医療機関 ・包括
・自⽴支援 ・相談支援事業所
・消費生活支援 ・警察
・ハローワーク ・家計⾒直し支援
・保健福祉事務所 ・居住確保支援
・当事者団体 ・地域住⺠ 等

24

テーマ【住宅確保要配慮者への居住支
援について】(R３.５月)



多機関連携の課題と成果

◎世帯に困り感がない場合、最初の関わり方が難しい

◎複数の支援事業所間の支援経過の情報共有が難しい

◎支援方針の決定と意識統一

≪課題≫

≪成果≫
◎連携することで解決に向けた支援策が増え、本人たちの希望に沿うことができた

◎対象者の気持ちや状況の変化にあわせた支援方法を協議できた

◎相談支援機関同士の顔が見えるネットワークができたことで、

福祉まるごと相談窓口を介しない支援の輪が広がった

また、ケースを通して、関係機関の支援内容を深く理解することができた

25



複雑・複合的な問題、制度の狭間の問題を抱える世帯

＜佐賀市福祉まるごと相談窓口＞

◎相談支援包括化推進員の業務
相談内容に応じた支援関係機関との調整

（制度・サービスの利用支援・
多職種間のコーディネートや情報共有会議等の開催）

聞き取り情報収集 対応協議

複合的な問題・制度の狭間の問題
（⼀つの支援関係機関等では対応できない問題）

連
携
に
よ
る
包
括
的
支
援
の
提
供

対象世帯からの相談や
対象世帯の早期発⾒
（問題やニーズの把握）

対象世帯からの相談や
対象世帯の早期発⾒
（問題やニーズの把握）

相談支援機関 地域等

「福祉まるごと相談窓口」の役割

相談相談

調整 調整

26

本人や家族が
直接窓口へ

本人等



窓口相談受付件数

7件
9件

11件
13件

28件
32件 33件

36件

31件 31件

46件
41件

0

10

20

30

40

50 平成２９年７月３１⽇
福祉まるごと相談窓口開設

【平成２９年度︓３１８件】

H29.4月 H29.7月 H29.8月 H30.3月

福祉まるごと相談窓口 開設前
平均１０件／月

窓口開設後
平均 約３５件／月

平均 約８１件／月 27

【令和２年度︓976件】

《相談件数推移》
年度 件数
Ｈ29 318
Ｈ30 552
Ｒ元 605

Ｒ２ 976

61件
44件 54件 44件 38件

58件
45件

30件
43件

58件 51件

84件

17件
28件 19件

16件
11件

6件
9件

10件
10件

10件 13件

2件11件
10件

29件

22件
15件

22件
20件

8件

14件
10件 12件

42件

0
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40

60

80

100

120

140 フォロー
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新規相談者の内訳（令和２年度）

保険年⾦課
生活福祉課
障がい福祉課
こども家庭課
市⺠生活課
⾼齢福祉課
納税課
生活安全課

等

介護施設、家計⾒直し相談室
地域包括支援センター
障がい者相談施設事業所
生活自⽴支援センター
佐賀⼤学医学部、医療機関、薬局
ハローワーク、スクールソーシャルワーカー、
居住支援団体、⼾上電機、ＪＴＢ 等

28

関係機関
96件

庁内
184件

本人
202件

親族
79件

知人等
49件

新規相談件数 610件



新規相談内容の内訳（令和２年度）

29

病気・けが
42件
６．９％

障がい（精神）
44件
７．２％

8050問題
７件
１．１％

家族問題
22件
３．６％

住まいが
不安定
34件
５．６％

介護問題
21

３．４％

その他
180件
２９．５％

新規相談件数 610件

経済的困窮
237件
３８．９％

近隣トラブル
13件
２．１％

ひきこもり
10件
１．６％



相談窓口の効果と課題

効果

・福祉総合窓口システムを活用することで、
他課窓口への来庁や相談実績などが確認でき、
相談者の負担軽減につながっている。

〇市⺠の利便性向上

・子育てや介護などの複合的な相談をワンストップで
受け止めることができる。

・庁内に窓口を設置しているため、手続きの際の
ついでの相談につながり、市民の利便性の向上
につながる。

〇地域との連携

・地域で解決できるケースも多くあり、ＣＳＷや生活
支援コーディネーターとの連携を強化することで、
地域で解決できる仕組みを構築していく必要があ
る。

〇連携先との情報共有

・庁内に設置しているため、庁内の関係部署との
連携が図りやすい。

・各部署を通して必要な庁外関係支援機関へ適切に
つなぐことができる。

〇支援状況の把握

・支援機関へつないだ後、その後の支援の進捗状況を
把握し、支援が滞っているようであれば、支援の方
向性を再調整する必要がある。

〇福祉分野以外との連携

・ケースが多岐にわたることで、連携先も様々である
ため、適切なつなぎ先を探すことに苦慮する。
特に福祉分野以外の部署、支援機関・団体との関係
構築が難しい。

課題
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重層的支援体制事業に向けた取組
第４期佐賀市地域福祉計画・地域福祉活動計画（R3〜７年度）における重点事業

31

地域の取組
（地域住民・団体・事業者等）

重層的支援体制整備事業

包
括
的
相
談
支
援
事
業

（介
護

・
障
が
い

・
子
ど
も

・
困
窮
）

参
加
支
援
事
業

地
域
づ
く
り
事
業

世代や属性を超え
た相談体制

アウトリーチ等を通じた
継続的支援事業

多機関協働事業

佐
賀
市

・
佐
賀
市
社
会
福
祉
協
議
会

協働

コミュニティソーシャルワーカー

福祉まるごと相談窓口

多分野協働による
地域づくりの支援

協働

情報共有

世帯を取り巻く支援関係者の調整
包括支援に向けた協議 コーディネート

地域で解決できない
困難事例

地
域
生
活
課
題
の

発
見
機
能
の
強
化

地
域
生
活
課
題
の

情
報
共
有
の
充
実

地
域
生
活
課
題
の

解
決
機
能
の
充
実

福祉協力員の設置活動強化

誰もが気軽に集える
居場所づくりの推進

連絡会議の開催

地域での課題解決に向けた
協議・検討の場の開催

取
組
①

取
組
②

取
組
③


